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爆址胚|ンで,■

インターネット上に、犯罪や薬物に誘う内容や、

著しく残虐、わいせつな内容の有害情報が流通する中、
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青少年によるインターネット利用が急速に拡大しています。

●青少年のスマートフォンの利用率 ●青少年のインターネット接続機器の利用率    (平 成26年度)
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お子様がどんな使い方をしているかご存知ですか ?
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インターネットにつながる機器は身近にいろいろあります。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)。 掲示

板での交流や、ゲーム・アプリでの課金など、保護者が気づいていない使い方をしていませんか?

性犯罪被害など深刻な問題が生じています。

インターネットの利用に起因して、

●出会い系サイ ト及びコミュニテイサイ トに起因する事犯の

被害児童数の推移

■ 出会い系サイト 轟 コミュニティサイト
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(資料 :警察庁)

被害を受けた児童のうち、9害」以上がフィルタリング

に未加入です。
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轟警曇す。

こ髪轟握 讐:こ 婁碁下彗警や薬の轟像を饉Aすこ進連 してし妻い、暮ツト上 :群菫基す辱 葬チアル毎発生

してもヽ議言ぅ

ネ ッ 夢上最重 ミュニケー シ 垂ン :こ よる |ラ フ島



保護者ができる 3つのポイント
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初めてインターネットを利用さ

せる時や新 しい機器を持たせる

時が肝心です。何のために必要

なのか、どのように使うのか、親

子で話しあいましょう。

お子様の成長に合わせて、イン

ターネットを利用させる範囲や

颯  
サービスを広げていきましょう。

.鳴

実社会でやつていけないこと

は、インターネット上でもやっ

てはいけません。

お子様にルールやマナーを守る

習慣を身に付けさせましょう。

● ご家庭のルールの具体例
:名前、顔写真、学校名などは書き込まない。

・友達にメールやメッセージのやり取りを強要しない。

・利用する場所や時間帯を決める。

・パスワードは保護者が管理する。

・トラブルの時はすぐ保護者に相談する。

●フィルタリング等利用率

饉 利用あり
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(資料 :内閣府 )

フィルタリングによって、お子様が危険な目に遭うリ

スクを減らすことができます。

ここ1～ 2年、利用率が下がつています。お子様の

求めに応 じ、保護者がフィルタリングの重要1■

を理解 しないまま、フィルタ讐ングを解除 して

いるケースが増えています。
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お子様は保護者の行動を見て、

学び、育ちます。お子様だけでな
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お子様のネット利用に起因する

SOSを見逃さないよう、地域、学

校、学級、保護者間でお子様たち

を見守りましょう。

お子様にインターネットを利用させる際の保護者の責務が規定されています。

(青少年インターネット環境整備法第6条 )

●より詳綴なリーフL/ッ トを機所望の方:ま、内閣府のホームページでご覧になれます。
http://www8:cao,9o.jp/youth/yoむ th― harm/koれダindex.htrni

●また、内閣府のホームページで関連情報をむ提供してしヽます。
http:〃 www8。cao,9o,jpノ youth/youth― harm/!ndex,htrnl


